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建設局技術管理課長  

新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置に関する 

公示を踏まえた工事及び業務の対応について 

 令和３年４月 16 日に、政府対策本部長より新型インフルエンザ等対策特別措

置法に基づくまん延防止等重点措置を実施すべき区域（以下「重点措置区域」と

いう。）について、宮城県、東京都、京都府、大阪府、兵庫県、沖縄県の１都２

府３県から埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県を含む１都２府７県に拡大する公

示がなされ、拡大された重点措置区域においても同４月 20 日からまん延防止等

重点措置が実施することが決定されたところです。 

また、令和３年４月 20 日付けで国土交通省不動産・建設経済局建設業課長よ

り「新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき区域

の変更（令和３年４月 16 日）に伴う工事及び業務の対応について」（事務連絡）

が通知されたことを踏まえ、令和３年４月 23 日付けで契約管理部長より「新型

コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置に関する公示を踏まえた工

事、修繕、物品納入等及び業務委託の対応について（通知）」が通知されました。 

つきましては、施工中の工事及び業務について、上記通知の趣旨を踏まえ、下

記のとおり取り組むようお願いします。 

記

１ 工事及び業務における感染拡大防止対策について

工事及び業務を継続又は再開する場合には、「工事現場における新型コロナウ

イルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト（R3.1 月版）」を活用する

など、受発注者双方において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策が

適切に実施されるよう引き続き取り組むこと。

元請企業のみならず、下請企業等（警備業者等の建設業者以外の企業を含む。

以下同じ。）においても、感染拡大防止対策が徹底されるよう、取り組むこと。

また、取組にあたっては、業種や施設の種別ごとに作成されたガイドラインを

参考に、自主的な感染防止に取り組むこと。



さらに、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（令和３年４月 16

日変更）における「再度の感染拡大の予兆や早期に探知するため、幅広い PCR 検

査等（モニタリング調査）やデータ分析を実施する」趣旨を踏まえ、必要に応じ

て内閣官房にて実施している感染再拡大の早期探知のためのモニタリング検査

に協力すること。

２ 施工中の工事及び業務の一時中止措置等の対応について

受注者から一時中止等の申出があった場合には、受発注者間で協議を行った

上で、受注者の責めに帰すことができないものとして、契約書に基づき、一時中

止等、請負代金額若しくは業務委託料等の変更又は設計図書等の変更を適切に

行うこと。

また、受注者が、追加で費用を要する感染拡大防止対策を実施する場合には、

受発注者間で設計変更の協議を行うこと。そのうえで、個別の現場に係る感染拡

大防止のために必要と認められる対策については、受注者による施工計画書又

は業務計画書への反映と確実な履行を前提として、設計変更を行い、請負代金額

若しくは業務委託料等の変更や工期又は履行期間の延長を行うこと。

元請企業が行う感染拡大防止対策に係る費用のみならず、下請企業等が行う

同費用についても、受発注者間で協議を行い、必要と認められる場合には、設計

変更の対象となることを念頭に対応すること。

３ 工事現場等で新型コロナウイルス感染者が発生した際の対応等

 工事現場や所属する会社内で新型コロナウイルス感染者が発生した際には、

保健所の指導に従うとともに感染者、濃厚接触者を把握し、受発注者間で情報を

共有すること。ただし、感染者や濃厚接触者の個人情報に留意すること。また、

感染していないが、保健所から濃厚接触者として特定された場合についても同

様とする。

 また、工事及び業務の継続については、保健所の指導に従うとともに、受発注

者間で協議すること。

 主任技術者、監理技術者などの技術者及び現場代理人が感染又は濃厚接触者

として特定された場合には、受発注者間で協議の上で、工事を継続する際には適

切な施工ができる体制を確保すること。
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